
保育園における不審者への緊急対応フロー 

【こども誰でも通園制度・一時預かり事業を含む】 
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不審者かどうか 

来園の正当な 
理由あり 

施錠を解除 

退去を求める 

来園の正当な 
理由なし 

退去した 来園しない 
再び来園したか 

来園した 
退去しない 

危害を加える 

恐れはないか 

ない 
再び退去を求める 

退去した 
退去したか 

退去しない 

ある 

通報する 

組
織
的
対
応
① 

・職員への緊急連絡 

・暴力行為抑止と退去の説得 

・110 番通報 警備会社へ通報 

・こども保育課へ緊急連絡 

敷地内への 
侵入がある 

園児の安全確保 

組
織
的
対
応
② 

・防御（暴力の抑止と被害拡大の防止） 
・移動阻止 
・全職員への周知と園児の掌握 
・避難誘導・周辺の店舗や子ども 1 
10 番等との連携 
・警察による不審者の確保 

応急手当などをする 

・救急隊到着までの応急手当 
・速やかな 119 番通報 
・被害者等への心のケア着手 

負傷者がいるか 

いる 

いない 

事後の対応や措置 

事後対応 


